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2022年1月1日より、欧州連合（“EU”）の鉄鋼およびアルミニウム製品

の輸入には関税割当が適用され、米国通商拡大法232条の関税

（“232条の関税”）の適用を受けることなく一定量の米国への輸入が可

能になる。

米国の輸入業者およびその他の関係者は54の鉄鋼および16のアル

ミニウム製品カテゴリーリストで製品の適格性を確認すべきである。

日本や英国など関税協定が締結されていない国については、232条

の関税が引き続き適用される。

米国とEUは、EUの鉄鋼製品に課せられていた25％の関税、およびアルミニウ

ム製品に課せられていた10％の関税について、2022年1月1日に発効する関

税割当（“TRQ”）に置き換える合意をしたと発表しました。EUは、同じく2022年1
月1日より、農産物や食品、消費財、鉄鋼およびアルミニウム製品などの米国

製品に対する報復関税を停止します。

TRQの取り決めにより、過去の実績に基づいた量のEUの鉄鋼およびアルミニ

ウム製品は、特定の条件に基づき、232条の関税の適用を受けることなく米国

への輸入が可能となります。米国は、EU製品の前年の年間輸入量を基に、55
億ドル相当の鉄鋼製品及び12億ドル相当のアルミニウム製品に対する232条
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の関税を免除します。

TRQの対象となる特定の鉄鋼およびアルミニウム製品のカテゴリーの内訳に

ついては、こちらをご参照ください。米国の輸入業者は、取扱製品が対象となる

かについて検討するため、これらの製品カテゴリーを慎重にご確認ください。

詳しくは英語版をご覧ください。
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